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「個別の教育支援計画」と「個別の支援計画」  

チームアプローチの必要性  
一福祉分野からの提言一   
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要 旨：く個別の文枝計画〉 を軸に，わが国が頻り組むべき課地とその方向性は地方自治体の条イチト  

を考慮した 〈ホスト・センター〉 の実現にある，という紋点から．（∋教育と福祉双方の分野におけ  

る用語法の分断状況を整理しつつ．それを乗り越える際に求められる「チーム・アプローチ」の意  

味は．師事者基本法・障害者基本計画の見直Lをめぎす道筋にあること，②そうした道筋にある実  

践の帯硝は障害者の相談支援体刑構築にみることができ，市町村における棚訣文枝体制と地域自立  

支後払議会を妹介項にして教育と補祉が協働する必要性があること．（卦その実．睨の液前線にあたる  

個別の支援会誠において求められる「チーム・アプローチ」の要件を碇起した．  

Keywords：個別の支援計画，ホスト・センター，相談支援事業  

チの必安性を教育・袖礼・医療・労拗等の各  

分野から堤召しなければならないのはなぜな  

のであろうか．   

表層的には．後述するような用語法の脱乱  

や「間別の教育支援剤・画」策定プロセスにお  

ける支援金誠が革創刑ということもあって．  

必要十分な遜営をみていないという実態があ  

ろう．しかしながら．筆者のみるところ，そ  

の根幹にはわが国において．子どもの育ちと  

家族の井らしをトータルに支援するための計  

画，すなわち「個別の支援計画」を総合的・  

競合的に策定・実施・評価することを本務と  

する 〈ホスト・センター〉および．その根拠  

となる財源措置を伴う法制度がほとんど欠落  

しているという問泡状況がある．   

子どもとその家族は．そもそも教育・福  

祉・医療・労働等のうち，特定の分野のみで  

生きているわけではない．地域で育ち，生き  

ることを志向する以上．十どものライフス  

テージに沿って重点を世く分野を変えつつ  

Ⅰけ 問題の所在と課題設定  

聾者に与えられたテーマは「個別の教育支  

援針蘭」と「個別の支援計画」の閲係性を教  

育と福祉の協働という文脈から必埋しつつ，  

「チーム・アプローチ」の必要性とそのある  

べき内実を福祉分野から碇言することにある  

が．詳細に立ち入る前に．筆者なりに岡地の  

所在と立論のしかたを整理しておきたい．   

2002年12月に山されたF障害者基本計  

画Jおよぴ「重点施策5カ年計画j により  

「盲・輝・養護学校において個別の支援計画  

を平成17年度までに策定する」とされたこ  

とを直接の契機として，「個別の教育支援計  

画」をめぐる緒論は現在，ある種の活況を呈  

していると言ってよい‖．しかしながら，そ  

もそも2叩6年皮終盤を迎える今日において  

なお，「個別の教育文様計画」と「個別の支  

援計画」の関係性を問い，チーム・アブロー  
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記する場合，それは特別の支捜を必要とする  

本人にかかわる諸計画の総体を指す用語とし  

て川いる．また，く個別の支援計画）は住ま  

う・学ぷ・楽しむ・働く・健緑を維持する・  

さまざまな資源にアクセスする，といった  

「井らしの構成要素」全般にわたる広義の生  

活支援設計を志向する計輌としてのくトータ  

ル・プラン〉 と，その一挑を専門に引き受  

け，具体的なサービス提供の確り方を明示す  

ることを志向する計画としてのくサービス・  

プラン〉 に大別されるという理解に立って論  

を進めたいコ）．  

も．総合的・統合的に慾らしを迎償してい  

く．もし，地方自治体の特性に合わせた形  

で．子どもの出生段階から家族に寄り掩う  

くパーソナル・マネジャー〉 としての尊門戦  

が存在し，その専門職がコア・チームを形成  

しつつ，まさに必要に応じながら，一定の権  

限をもって教育・福祉・医嬢・労働等のl喝係  

者を相銀し，「個別の支援計画」を策定・実  

施・評価できる体制があるならば，どうであ  

ろうか．そして，この 〈パーソナル・マネ  

ジ1・－〉 としての蠍門戦が常勤・専任で所属  

し，「個別の支援計画」の蓄稲と継水を本務  

とする くホスト・センター〉 が存在し機能す  

るならば，どうであろうか．筆者の場合，か  

かる くホスト・センター〉検能を中核に据え  

た地域生活支損システムをいかにして構築し  

ていくか．という点に基本的岡地忠浪がある  

のだがヱ’，こうした問いかけを今少し現実に  

引きつけるならば，特別支援教育の推進にお  

いて鍵とされる「特別支援教育コーディネー  

ター」や特別支扱学校に糊持される「セン  

ター的微能」，障害者自立支捜法が定めた市  

町村「地域生活文枝卒業」の必須単発である  

「’相談文枝事藁」の担当者と，その構成や避  

常体別等にどのような可能性を読み取るか，  

という立論になる．   

そこで，まず第lに「個別の教育文枝計  

画」と「個別の支竣計画」の関係性を随審者  

基本計画，特別支級数育に関する各桃谷坤等  

および障審青白立支線法に沿いながら用語法  

も含めて整理L・つつ，「チーム・アプローチ」  

の意味をとらえ直してみたい．第2に〈ホス  

トセンター〉 を志向する実践としてとらえ  

うる障害福祉分野の収り射みを紹介しつつ，  

地方分棟推進の時代におけるその可能牲を探  

り．粒後に支援会議を核とする具体的な  

町チーム・アプローチ」における嬰件を整理  

することをもって，本場の課趨に迫ることと  

したい．   

なお．本稿で以下く個別の文枝計画〉 と表  

Ⅱ．く個別の支援計画〉に関する用語法と   

「チーム・アプローチ」の意味  

1、特別支援教育令野におけるく個別の  

支援計画〉   

上述したように「個別の軟膏支援計画」が  

始動した端緒軋 2002年12月の障官省基本  

計画である．すなわち．「三 分野別施策の  

基本的方向」の8分野のうち，「4 教育・  

育晩」分野において，「階寄のある子ビも一  

人h・人のニーズに応じてきめ細かな支援を行  

うために乳幼児期から学校卒葦後まで一貫し  

て計画的に教育や療育を行う」という基本方  

針を受け，「障害のある子どもの発達段階に  

応じて，関係機関が適切な役翻分担の下に．  

－・人一人のニーズに対応して適切な支援を行  

う計画（個別の支線計画）を籠定して効果的  

な支援を行う（（2）施策の基本的方向」の  

1）－・賞した和紙支援体制の矩備）」とされ  

たのであった．   

この時客寄進本計画の成立過程や省庁Illlの  

連携・恩惑等については本稿の課題に余る  

が，教育という冠を付した「個別の教育支援  

評噛j として投首した翌却03年の「今後の  

特別支援敬弔の在り方について（最終報告）」  

においては．「この計画の熊定について，新  

－3ノ15M  

3   



28   

しい障害者基本計画にも規定されており，適  

切な教育的支授を効果的かつ効率的に行うた  

め教育上の指導や支援の具体的な内容，方は  

等を計画，実施，評価（Plan－Do－See）し  

て，より良いものに改葬していく仕組みとし  

て重要なものと考えられる（4「個別の教  

育支援計画」の必要性の（1））」と指摘し．  

参考資料として示された概要とともに，「教  

育・育成」という分野別施策のゆえか，かな  

り教育に引きつけた性格づけがなされたので  

あった．   

さて．この掟終報告を受ける形でまとめら  

れた2005年12月の中教審答申「特別支援教  

育を推進するための制度の在り方について」  

では．「長期的な視点で乳幼児期から学校卒  

業後までを通じて一躍して的確な支援を行う  

ことを目的として策定されるもので」あり，  

関係機関・部局と連携しながら「教育的支援  

を行うに当たり同計画を活用することが意図  

されている」という方向性が確認された．ま  

た，名称としての「個別の教育文枝計画」の  

理解の仕方については，その策定にあたって  

「学校や教育委貝会などの教育横憫等が中心  

になる場合に．「個別の教育支援計画」と呼  

称しているもので，概念としては同じもので  

ある」と指摘し，上述の陣聾者韮本計画でい  

う「個別の支援計画」と同義であるとした．  

つまり策定にあたってホスト役を学校等が務  

める場合に教育という冠を付すものの，「関  

係機関が適切な役測分担の下に，一人一人の  

ニーズに対応して適切な支援を行う計画」で  

あることに変わりはないとしたわけで，「個  

別の教育支援計画」は，〈トータル・プラン〉  

としての（個別の支援計画〉であるという理  

解が現在の到達点なのである．   

なお〈トータル・プラン〉 としての「個別  

の教育支援計画」のうち，その一部を専門に  

引き受け，具体的なサービス提供の在り方を  

明示することを志向する計画としての 〈サー  

ビス・プラン〉は，教育分野においては学習  

指導要領を根拠とする「個別の指導計両」が  

相当することになろう．   

2．障害福祉分野におけるく個別の支援  

計画〉   

－一方，障害福祉分野における 〈鯛別の支援  

計画〉 はどこにその端緒があるのだろうか．  

まず，「個別の教育支援計画」に相当する  

くトータル・プラン〉 についてみてみよう．   

〈トータル・プラン〉 とは「＃らしの構成  

要諦」全般にわたる広義の生活支援設計を志  

向する計画である，という理解に立てば．そ  

の租緒は1990年の心身障害児（者）地域轍  

育拠点施設事業，いわゆるコーディネーター  

単葉の開始にまで遡る．なぜならば，この事  

菜は在宅生活を余儀なくされている心身醇筈  

児・者を訪問し．その潜在的なニーズを掘り  

起こしながら，地域窮源を開拓しつつ「在宅  

療育等の援助プログラム」を作成・突放して  

いく，というものだったからである．この事  

業は1996年にリニューアル・スタートする  

3節耳の相識支域叫薬（障害児（者）地域婚  

育等支援単発，了1i町村地域生活支援事業，粕  

神障害者地域生活支援センター）をへて．こ  

れを基盤として想定しつつ00年代後半から  

厚生労働省が進めた，いわゆる「陣鯉者ケア  

マネジメント」に閲する諸難業へと継承され  

ていっ丈：一）．   

2002年の障害者基本計画との関係でみれ  

ば，やはり「三 分野別施策の基本的方向」，  

その「2 生活支援」において，「利用者本  

位の考え方に立って，個人の多様なニーズに  

対応する生活支線体制の整備，サービスの史  

的・質的充実に努め，すべての障害者に対し  

て豊かな地域生前の実現に向けた体制を確立  

する」と瀧定された基本方針を受け，「身近  

な相談支援体制を構築するため，各種の生活  

支援方術を中心として，ケアマネジメント実  

施体制の整備やケアマネジメント従事者の発  

成を図る（（2）施解の基本的方向の1）利  

用者本位の生活支援体制の盤傭；ア 身近な  

－346－  
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3．「チーム・アプローチ」の意味－ くホ  

スト・センター〉構築に向けて   

こうしてみてくると，教育・福祉いずれの  

分野においても，現状はく個別の支援計画〉  

を推進する基盤紫備が分野別にようやく始ま  

ろうとしている段階にあると言ってよい．し  

かも，教育分野における「個別の教育支援計  

画」は「教育」という冠を付したものの，そ  

れは 〈トータル・プラン）としてのく個別の  

支援計画〉 であるという到達をみたのに対し  

て，補秋分野では「個別支援計画」という用  

語が〈サービス・プラン〉 を指すというねじ  

れ現象をきたしたなかにおいてである．さら  

に，教育分野・福祉分野いずれにおいても  

〈トータル・プラン〉 としての 〈個別の支援  

計画〉 策定・実施・評価体制を構築しようと  

いうのであるから，実態と今後の見通しに即  

した整理・関係詞扱が求められる．例えば．  

学校は本当にホスト役を務めるのか．務めら  

れるのか．そこでいう学校とは特別支援学校  

のみならず，小中満という普通学校も含むの  

か．市町村の相談支援事業は就学前から学齢  

期の児裁とその家庭を含めて「サービス利用  

計画」を十全に策定していくのか，いけるの  

か．そこで言う児我とは，いわゆる3障害の  

みならず．「軽度発達障害」も含めるのか，  

含められるのか．学校で策定した「個別の教  

育支援計画」を持参して，居住する市町村障  

害福祉課の相談窓口を訪ねたら，「サービス  

利用計画」の番式に沿って番き直してほしい  

と要綱きれた，といった軍備を憂慮するのは  

筆者だけであろうか．   

このような状況下にあって，少なくとも教  

育と補祉の分断を避けるために 〈トータル・  

プラン〉 としてのく個別の支援酎画〉 に共通  

の法的根拠を持たせようとすると，今度はま  

さに多分野にわたる計画であるがゆえに，縦  

判りの法別皮体系のなかでは特定の分野（学  

校教育法，障害者日立文枝法等）にのみ収拠  

法を置くことは難しい．その意味で障害者自   

刷淑支援体制の構築）」とされており，その  

意味で対応する用語は「ケア計画」というこ  

とになる5l．   

しかしながら．実際にはこの基本計画が出  

されたのと同じ月に，相談支援体制の安と言  

われてきた障宮種別の翔淡支援事業を一般財  

源化するという方針が川され，2003年の支援  

費制度スタートと同時に．その整備が地方自  

治体の裁廉に任されるという事態を迎え，  

「ケア計画」策定の体制蝦欄が都道府唄（時  

事児・知的陣粥若鳥よび椰神階審者）と1け町  

村（身体障害者）に委ねられてしまう．要す  

るに体制整備の停滞や自治体格差の広まりが  

懸念される事態になったわけであるが〉，周  

知のごとく2006勾三4月に施行された陀省者  

自立支援法においては．市町村斗【菜である  

「地域生活支援事業」の必須事業として「相  

談支援事業」の実施を定め，こうした自治体  

格差を解消すべく．2006年皮後半から，稔合  

相談窓口の地価・掛野程庇区分詑鬼のシステ  

ム構築・困難ケ・－スや地域のサービス調整等  

を行う地域自立支援協議会の立ち上げ，等が  

まさに進行中という状況を迎えている．そう  

したなか，相談支援部某の一項として「サー  

ビス利用計所」作成を定め，複数の師事袖′址  

サービス（施設入所支援を除く）を利用する  

「計画作成対象障害者等」という限定つきな  

がら自立支竣給付として「サービス利用計画  

作成費」を給付する，という形で「サービス  

利用計画」を 〈トータル・プラン〉 として法  

制度上に位健づけたのであった7）．   

なお，〈サービス・プラン〉 としての〈個  

別の支援計両〉については．障害者自立支理  

法にもとづく各節書棚祉サービス郡茶所に対  

して「個別支援計画」作成を求め8｝，事業所  

の漫模によるものの，その作成にあたって中  

核となるサービス管理貿佳肴を問く．とした  

のである．  

－347一  
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立支援法の「サ・一ビス利用計画」は相当拍み  

込んだ規定となってはいるが．あくまで「支  

給決定」を受けた当事者の申請によって作成  

されるという限定がある9I．やはり本稿冒頭  

に述べたように，例えばくホスト・セン  

ター〉 を規定する く生涯地域生活支接法〉 と  

でもいった法制度体系が用放される、ないし  

包括的に醇縮されない限り，用語法のねじれ  

現象が生じたなかにありながら，原理的には  

〈トータル・プラン〉 の制度化と共通化をめ  

ぎす実鍼的・運鋤的な営為でありつづけるこ  

とになる．   

いずれにせよ．－一足飛びに障害者基本計画  

が提起する分野横断的な「個別の支援計画」  

体制づくりを提起できない現状があるとも言  

えるし，裏返せば障害者基本計画において分  

野別に施策を示しているがゆえに分野横断的  

な「個別の文枝計画」体制づくりを進めにく  

い現状があるとも言える，といった状況がみ  

えてくる．では．どうすればよいのか．   

まず確認したいのは，障害者基本計画にお  

ける「分野別」施策とは「地域での自立した  

生活を支援することを基本に，陸軍者一人一  

人のニーズに相応してライフサイクルの全段  

階を通じ総合的かつ適切な支珪を実施する  

（r一 基本的な方針jの「（横断的視点）2  

利用者本位の支援』）」という基本方針を受け  

たものであり．「分野横断的」施策への発展  

を期したものである，という点である．〈個  

別の支按針画〉 のうち，とりわけ 〈トータ  

ル・プラン〉 としての「個別の教育支援計  

画」と「サービス利用計画」は，かかる基本  

方針を受けて．網別のニーズ把掘のうえに，  

横軸（教育・福祉・医療・労働等）と縦軸  

（ライフサイクルの全段階）双方における・一・  

貸した文枝を実現するツールおよぴシステム  

として提起されたはずのものなのである．し  

たがって現実の分断状況下において．求めら  

れる「チーム・アプローチ」とは，l人ひと  

りの子どもに対して行われる支捜会前におい  

て．多様な織機がどのように協働するかとい  

うレベルに限定されるものではなく，客分明  

の行政・実践・研究の組物によl）．障害者基  

本計画というレベルにおいて く個別の支援計  

画〉 を「分野別施策の基本的方向」よりもl二  

位に位椚づけ直すという道筋においてとらえ  

られなくてはならない．端的に言えば，〈個  

別の支援計画〉 の根本的な在り方と漸進的な  

年次計画を練りながら，障害者基本法の改正  

と次期障害者基本計画において，改めて分野  

棚断的・ライフサイクル縦断的な く個別の支  

援計蘭〉策定に関する施策を明ホすることが  

課題なのである．   

もちろん，そのためには学校および地方月  

治体における創意工夫による粟践とその蓄撤  

を的確に杷擬し，共有し，堤■言していく必要  

がある．先に筆者は 〈トータル・プラン〉 を  

めぐって．学校はどこまで務めうるか，市町  

村の相談支援事業はどこまで務めうるかとい  

う2耳i対立的な対比をしたが，今後の施策に  

やする似り組みを想定するならば，いかにし  

て市町村の稔合相談窓口と不足する社会資源  

を開発する機能をもつ「地域自立支援協議  

会」を立ち上げ．機能させるかということを  

媒介項にして，学校（ネットワーク）・教爺  

委l二l会と市町村障害福祉行政・障害福祉サー  

ビス朝某所や相談支援事業の委託事業所等が  

「協働」することこそが必須課題であると考  

えている．それは，次のような実拭と制度化  

の都梢があるからに他ならない柑，．  

Ⅲ．障害者の相談支援体制にみるホストセン   

ター（機能）の可能性  

1．長野県「陣容者総合支援センタ→事  

業」の概要  

（1）目的   

さまざまな障害があっても，社会全体で支  

えあい，自分が住みたい地域で地域の方々と   

山348  

6  



「個別の教育支援計画」と「例別の支推計両」チームアプローチの必要性一福祉分野からの挫言－－ 3l  

時の「ケア会議」酢軋 ⑤制度改渾や処遇l羽  

耽即例対応に関する「障害保健祁祉圏域調鮭  

会溝」の開催前求，の5．克が定められてい  

る．  

（5）専門職の配置と業務分担   

各支域センターには．次の専門職が配世さ  

れ業務を分担・協働する．（訃帳骨コーディ  

ネーターは．障害児者を対象とし，棚談や各  

椰サービスの全体調整，地域の啓発括軋 訪  

1閏や外米等による療育指導を行う．⑦身体・  

知的・糊神の3将♯に対応する外生活文枝  

コーディネーターは，各障箸者を対象とし，  

相談や各種サービスの全体調敷 地域の啓発  

活動を行う．⑨障害者生活支援ワーカーは．  

1乳宮者を対象とし，生活全般の相談支授を行  

い，金鉄や衣食住に関すること，余暇活動や  

健康に閲すること等日常生活上の配慮を行う  

とともに，近隣や親等との阻係調整，緊急時  

の対応等の交接活動を行う．¢）時宰者就業支  

援ワーカーは．陣晋者を対象とし，就業にか  

かわる相談支援を行い，耽葉生活全般にかか  

わる相談，就職・職場実習にかかわる相談．  

就職後の職場定着支援，事業主に対する相談  

支援を行う．   

なお．当初の椰想ではl‾特別支援教育コー  

ディネーター」も出向という形で支接セン  

ターに配置する体制が模索されたが．指名制  

ということから各港護学校等の教育棚減部の  

構成月として支揺センターと－一体的な活動を  

行うとされた．   

2．くホスト・センター〉 としての機能と  

可能性   

筆者は－・部の支援センターではあるが、実  

際に助l！りし，ヒアリングを重ねてきた．各セ  

ンターの建物や設備は必ずしも充実している  

ということではないが，上述した専P■l職の配  

粥以外にも．各支接センターが位附する閏戚  

の保健師・家庭相言炎月琴との密接な協物体削  

が構基されつつあり，人材面でのフル・／く－  

ジョンとでも言える支援体制の下で，適宜・  

誰らしていけるような社会をH指し，偶人を  

尊亜したサービスがいつでも身近なところで  

行われるべきである，という考えのもとに，  

障害保健福祉圏域ごとに身体・知的・柏神の  

3酵害に対応する降吾者蘭合文接センター  

（以下，文枝センターと表記）を設問し．障害  

のある方が地域で安心して生活できるよう相  

談支援体制の整備を図ること．2004年10月  

以降，長野県を丑け岡城に分け．全岡城で展開  

されてきている．  

（2）卒業の構成   

従来それぞれ実施されてきた「市町村障害  

者生活支援事業」「障害児’（者）地域療育等  

支援●押葉」「知的障害者生活文様センター運  

営事登」「障害者乳業・生活支桟センター迎  

常草葉」「障害者地域生活推進特別モデル事  

業」「糟神障害者社会複帰施設運営部葉（指  

神階害者地域生括支援センター）」および  

「長野県障富者稔合支援センター生活文枝  

ワーカー等設慣事業」の郡莱者または，これ  

らの事業の委託を受けた社会相祉法人等が共  

同して支援センターを運督する．  

（3）業務内容   

支援センターは面嶺・電話・訪問等により  

次の薬務を行うものとする．G）保健・福祉  

サービスの堆供の授助・調健を図ること，①  

家庭訪問および来所による相談・指導を行う  

こと，（動地域における生活全般に閲する相談  

支援を行うこと，④就業に倒する相級支援を  

行うこと，（9社会資源の㈲発等企画・提言を  

行うこと，⑥相談者等に対する障審者ケアマ  

ネジメントを推進すること．⑦亜稜障害等の  

囚徒事例への対応をすること，㊥その他，相  

蔵者等の要請にもとづく叫ザiを処理するこ  

と．  

（4）支援センターの実施体制   

①コーディネーター等の中二立件，⑦通常の  

開設時開欄外の相談体q札（牟岡城におけるセ  

ンター等の配間と定期的な「連絡会講」．④  

県，市町村および関係拇閃等の迎掛二よる馳  

】3／19－   
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随時に開催される「ケア会議（支援会談）」  

を軸に．就学前から成人期に至る個別の支接  

が展開されつつある．   

例えば，発達が気になる幼児に対する保健  

師の気づきから，家庭用己鮎lと家族を交えた  

協議→療育コーディネーターの調掛こよる塘  

育教室への参加と保育園への加配保育士の手  

配→保育園への療育コンサルテーションとカ  

ンプアランス→就学先の見学と保護者■学枚  

関係者・拙守コーーデイネ一夕ー・特別支援教  

育コーディネーター等を交えた支援会談一献  

学後の投薬参観・必要に応じた発達検査と支  

援会議にもとづく「個別の教育支援計画」や  

「個別の指導計画」の策定，といった一連の  

就学支援体刑．同様のフローの小学校段附か  

ら中学枚段階における展閲．益蘭学校高等部  

と支援センターの就莱支援ワーカー・生活支  

援ワーカーとの協働による個別の移行支援．  

普掛高校在籍の軽度発述陣宰児に対する就労  

支援ノウハウの普通高校への祉供と文枝の脇  

乱 入所施設から地域生活への移行希望者と  

家庭から地域生活への移行希望者の連動した  

地域移行支援．といったようにである．もち  

ろん，小学牧人学以降に初めて支援ニーズが  

顕在化する児亜生徒への支援や義務教育終了  

後の移行支援等々．課題も山積しているとの  

ことではあるが，そこには「個別の教育支援  

計画」の聾式をどうすべきか，支援会話をど  

うすれば実際的に展開できるか，といった水  

準を超えた実践の憫廉がある．   

こうした情栄を可能にしたのは，要するに  

年齢・障害種別にかかわらず役に立つという  

実感を持ってもらえる総合相談と，相談発生  

から一両日中にはスタートする個別の支線会  

議と，現実には不足・不備の多い社会資源の  

改単・開発を行いうる関係者の話し合いの場  

が繊維しているからであり，そこに 〈ホス  

ト・センター〉の機能をみることは決して間  

遠いではあるまい．「個別の教育文枝計画」   

にせよ「サービス利用針蘭」にせよ，こうし  

た安楽を欠くならば形骸化するし．この要諦  

を楷まえ，地方自治体のシステムに位置づき  

ながら展開するならば，分断状況を超える  

〈ホスト・センター〉 の実現は不可能ではな  

レヽ．   

ただし．固の補助金や軋の予餅が大きな役  

割をはたしてきた相談支援型蔑が，必須事業  

とはいえ厳しい財政事情を抱える市町村事業  

に転換した今，こうした福祉分野ベースの実  

践がどこまで〈ホスト・センター〉のモデル  

たり得るか．予断を許さない状況にあること  

も確かである．長野県における「障害者総合  

支援センター事業」の設計から迎骨段階まで  

県庁兼務をかねながらリードしてきた福岡  

も，「長野鋸の相談支援体刑が米年度以降も  

維持し．さらには強化していけるか．今まさ  

に，その検討の駁終コーナーにきている」と  

指摘している▲－－．期待を持ってその行方を見  

守るとともに，各地方自治体，各学校関係者  

がそれぞれのエリアにおける「相談支援体  

制」づくりという文腺でく個別の支援計画〉  

の策定体制を展望する必安性を改めて強調し  

ておきたい．  

Ⅳ．最前線で底支えする「支援金議Jと   

「チーム・アプローチ」の要件   

ところで．「相談支授体制」づくりに関す  

る先駆的な耽り組みは，長野県以外にも，滋  

賀県におけるサービス調脹会談を核とする  

ネットワークや埼玉県東松山市における「ひ  

がしまつやま稔合福祉エリア」など，一部の  

都道府県ないし市町村に限られるとはいえ，  

1990年代から構築されてきている．こうし  

た取り組みのキーパーソンからのヒアリング  

において．必ず指摘される事項が本人を中心  

とする丁寧な個別の支援会談（ケア会談）の  

亜要催である．このことばまた．筆者がかか  

わっている養護学校や小学校における特別文  

ーー350－  
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授教育コーディネーターからも同梯に開かれ  

るものであるが，その意味するところはおお  

よそ次の2つに大別される．  

1つは「チー・ム・アプローチ」なるもの  

は，当初から存在するのではなく，次節に形  

成され，深められ，チーム構成メンバーの力  

として内在化していくものである，という点  

である．かつて保健・医療とソーシャルワー  

クの分斬を絡まえた「専門職種間協働」の亜  

安性とその探化に関する理論モデルを社起し  

た11udsonは．専門棟桂と彼らが所属する泉l  

絶の「協働」を連続的な水準アップのモデル  

として姥起した－2】．すなわち，①情報交換レ  

ベル くインフォメーション：それぞれが把握  

している内容・情報をただ援供しあっている  

段階）→②関係詞漉レベル（コーディネー  

ション： 児なる専門職桂が領域を越えて公式  

に協力する段階）→（釘機関統合レベル（コ・  

ロケーション：典なる専門職が共有の事務所  

を構えるなど物理的に場を同じにする段階）  

1④職権協働レベル（コミッショニング：職  

務命令柵を持つ組織・機関の長が協働する段  

階），である．良野県の水準は（彰段階に接近  

しつつあるとも言えるが，その水準アップは  

丁寧な文様会議を適して初めて可能になる．  

支援金誠がチーーム・アプローチを育てるので  

ある．   

加えて支援会議に多様な専門職椀が参集す  

れば，Hardyらが指摘するように一っ，．当初は  

客車門職種が①柵遊的問題（サービスの分  

断・谷間や両者が隣超していないという削  

避），（参事続き上の乗離（予算や計画作成の  

サイクル・手続きの追い），⑨財政的背紫の  

差異（財政構造．財源の漁れ，迎督・管理費  

の適い）．④地位と準拠法の差異（地方自治  

体において指定・委託される機関とその職貝  

の地位・給与格差と準拠法の差異）．（訃専門  

性の兼隈（思想・信条．関心事，専門分野，  

利用者観，専門的茂儀牒の重雄）を少なから  

ず抱えており，その緩和や解消には「困って  

いる当事者をいかにして支えるか」という共  

通項なしには進まない，という現突がある．   

もうひとつは．実際の支授会鰻を重ね，必  

要な支援が明確になればなるほど，利用でき  

る支援が少ない，存在しないという事実が判  

明することが少なくないが，逆にその即実の  

狼約と躯理がエビデンスとなって，初めて  

「資源開発」を目的とする話し合い一陣聾者  

自立支援法に別せば地域自立支援協誠会－が  

実感をもって運営される契機となるという榊  

逝である．かつて福岡は，こうした会議のご来  

効的な迎常方法を整理したが，そこでも原点  

は「顔の見えるニーズ把握」にあるとしてい  

る伸 ．ゆめゆめアンケート形式の「ニーズ調  

査」をもって「個別の教育支援計画」等の晋  

式を埋め，持ち回り会議という名の「承認儀  

式」をもって策定した，などという事態は逝  

けなくてはならない．本人や家族の素朴な訴  

え（ないし訴えられない状況）を契機に協働  

探来することで，初めて其の「ニーズ」へと  

接近することが可能となるからである．  

V．まとめにかえて   

2005年皮の年間英紙で個別の支援会講を  

113臥 会議に参加した専門職種等の延べ人  

数700名という実践を展開する滋賀県甲賀エ  

リアの中島は，コーディネーターの心構えと  

して「四ない主衣」を提唱している15｝．すな  

わち「抱え込まない（ニーズを地域のニーズ  

にしていく努力）」「一人勝ちしない（コー  

ディネーターヤー部の事業所努力の成果とい  

う評価にしない努力）「けんかをしない（や  

る気を示さない人・事某所・機関をやりこめ  

ない配巌）」「おしつけない（自分の価偲観・  

人生観を押しつけず，本人に寄り漆い競ける  

努力）」である．また，Bronsteinは，（弘旧  

情頓にもとづく相互依存（丸投げではない委  

ねあい），②専門職活動の新たな創川（協働  

ーー351－  
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の結果として生み出される新たな実戦活動），  

③柔軟性（敬分を超えた仕準の引き受け）．  

垣）日原に対する処団的自党（チームアプロー  

チの目的を見失わない），⑤過程の振り返り  

（協俄による支援の課程で適宜，その活動の  

妥当性や方向性を振り返る機会をもてる），  

の5点を必要な輩件として挙げているlる’．日  

米という文化差や「協働」を関越にする領域  

は異なっても，共通するポイントが少なくな  

い．〈個別の支援計画〉 を栗城レベルだけに  

蜂小化することなく，かつ爽践レベルの榊み  

塵ねに心を砕きながら，地域で育ち，学び，  

暮らし∴幽き，楽しみつつ，「私も必要とされ  

ている」という実感を待て，かけがえのない  

自分の人生をプロデュースしていく，そのた  

めの支援ツール・支竣体制としていっそう鍛  

え上げていきたいと考える次第である．  

・肋蔵 剋他（2（掴）：「伽別の救f′支竣肝帥」のPhI】  

－Dll－See体別に関するサ伯的研究一曲辿研別支  

援師両の比綬棲肘か卜いこ－．販店サニさ火乍足型  

胡＝＝雅門教育科学．55．267・28ユ  

4） この点にかかわる耗総の詳細は次そ参照のこと．  

・加瀬 池（却肌）：印宰犯・知的陣宰新緑祉分明王  

おけるコーディネーターの歩みと．諜馳．Il本特別  

ニーズ像†J学会舶：特別文接救骨の争一軋 文相臥  

PP3g・58．  

5） 紙面の都合上l▲ヶァ計画」がどのような慮昧で（トータ  

ル・プラン〉であるかを給ずるゆとりがない．辞しく  

は「持晋黎ケアガイドライン㈹四湧憫相社会・経過  

ん一陣晋作他職祉臥抑2Jド3月2I臼）．ほ参照された  

い．  

6） このl叫の叫佃こついては次の乳急特娘における綿飴  

を参鼎されたい．  

・緊急特典「地場柑祉の危険を放え」：手をつなぐ，  

淡泊3年3月．565．4．27．  

7） 時事昔日立支援法・第5粂17－2欄によるーサービス  

利用計画」規定Jjよび姉6軋 那8粂をはじめとする  

「サービス利川針河作成常」収束を参照のこと．  

鋸 「絆＃昔日立支援掛二基づく符＃肘牡サービスW薬の  

設備及び運菅に関する韮準」．厚生労働省令弟171  

号．平成柑年9月298付．箪3灸を参照のこと．  

9） 加えで「サービス利用針弼」が．いわゆるイン71－  

マルなサービスも含めた本人中心の支珠射側になる  

ような戚l別にも十分に留臆する必粟がある．  

10）長野蝿終焉者総合支竣センターについては次の追考  

に依っでいる．  

・蒲焼佳子・加細 道（2餌場）：長野県∧相場におけ  

る「特別支複数ヤフーデイネーター」と「増野コー  

ディネーター」の閲偵性にlⅦする検出．劇京学業人  

草紀要・総合故習科学系．S7．325・：u2．  

川l相聞 二掛庖髄）：朝腹支線体別と地域日立支援仏側  

会．手をつなぐ．飢臥】81乳  

12）Huds仙．B．（加Z）：Ⅰ爪terPmk泌iona山yinhedlhand  

帥Ci扇care：the八dlilles’hヒdt）【parlnerShip．Jl｝uト  

nalorlnlerPrOk＄i仰山Care．16（1）．7・17・  

13）Ⅰ】ardy．B．TurrelL八【＆lVistow．G．（ビds〉（1992）：ln－  

nqvatjonsinComlnU扁IyCa托んIanage爪川l．Alder・  

Shol：Avebury．  

14）加瀬 進（H氾3）：サービス渕乾余部のポイントーE・  

さlぎーと．5封，：蛤－39．  

15）申ぬ秀夫（2002）：サービス調鬱金通で．利用者の  

ニーズに払える．抱1拘 対句署：コーアイホークー  

がひらく地域袖牡．ぷどう札pp．9ト】20．  

16）Bronst仁in．L R．（加3）：∧Mbdelbrlnlerdi∝ipli－  

na丹Coll血相liom弘亡ia＝‰rk48（3）．2卯・罰烙・  

連ねよび引用文献  

1）「個別の教育支援計画1籠定を迫られた教育現場を市  

場とする解説詳・マニュアル等の刊行を掬す．直近  

のものとしては次のものが学けられるが．周知のよ  

うに「個別の教育支援朋蘭」をめぐる問通例蒲の刊行  

や学会における研究史次が数多く行われている．  

・全回特殊学校長会鮎著（2鵬）：「倒別の放育支横計  

画」華定・実施・評価の実阻 ジアース教育新祉．  

・蝕立行儀儀人団立野残数爾色合研究所・プロジュ  

クト研究報告（加肪）：「個別の教習支援計両」の策  

定に関する実際的研究．独立行政法人国立特殊敵  

背総合研死所．  

2） くホストセンター〉は．筆者が「生涯地域ケアシステ  

ム」を構想するなかで捕延してきた観念である．＄分  

的ではあるか，次のなかで為じである．  

・加商 進（2脚6）：障苫者が利用する各穐制既・  

サービス：叔乱 坂本洋叫他飼著：障晋裔福祉畠．  

第一法徽pp．】霊・139．  

3） くトータル・プラン〉とくサービス・プラン〉という区  

分，および時務者退本卸蘭せはじめとする諸規定と  

僅々の計画との関係は次を参照されたい．本棚の当  

蕃部分の多くは，装本的にこの論考に準拠している．  

－35Z－  
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早期療育の取り組み  

《重症心身障害児療育相談センター》  

昭和40年 39年団体設立後直ちに療育相談を始める。  

昭和44年 重症心身障害児療育相談センターを建設  

三宿診療所を設置し 療育相談を始める（地方への巡回）  

障害児の母子通園を始める  

昭和45年 東京都から肢体不自由児通園事業（あけぼの学園）が認められる  

平成元年 重症心身障害児通園適所事業となる。（平成15年A型）  

◇療育相談センターの役割  

ライフステージに応じ在宅支援の実施  

診療所  外来診療  

（療育相談室）  外来療育相談・巡回療育相談   
幼児・就学児の早期療育への取り組み   

乳幼児からの就学前の療育の場   乳幼児からの通園により、社会性・機能の発達を支援  

①支援学校卒業後の生活の場として適所利用  
あけぼの学園       学校卒業後の療育・日中活動の場   

地域交流  保育園・小中高学生との交流、ボランティア   

社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を′、‘1二る余   
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全国重症心身障害児（者）を守る会の取り組み  
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